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令和２年５月１８日 

 

昭島市長 

 臼井 伸介 殿 

公明党昭島市議団 

団長 赤沼 泰雄 

 

新型コロナウイルス感染対策に関する第二次緊急要望 

 

昭島市においては、１３日に第一回の臨時会が開催され、１２１億円を超える

緊急対策が打ち出されたところでありますが、長引く自粛の中で市内事業者や介

護の現場からも、様々な声が私たちのもとにも届けられており、さらなる対応が

必要と思われます。 

国は１４日、３９県の緊急事態宣言を解除しました。東京都など残る８都道府県

については２１日に改めて検討するとしておりますが、解除された場合でも、東

京都は５月中は休業要請を続けるとしております。 

先が見通せない中、市民の皆さんの不安払拭とともに、希望を見出していただく

ために、以下の事を要望致します。 

 
記 

 

【最重点項目】 

一、事業者に対する国の家賃補助制度を補完する形で、市独自の補助を行うこと。 

さらに、国の制度の対象外となった事業者に対しても市独自の家賃助成制度を 

創設すること。 

 

一、市内の飲食店を支援するために、市民に食事券を配布すること。 

 

一、市内高校生に、図書カードを支給すること 

   

 

【経済対策】 

一、求職中の失業者に対し、給付金を支給すること。 

 

一、０～２歳児へのおむつ支給またはこども商品券の支給をすること。 



2 
 

 

一、特別定額給付金を２ヵ月たっても申し込まれていない方へ再アプローチを行 

い、手続きが困難な方には何らかの形で手助けできるよう。また給付金を放 

棄される方には寄付へと促せるような方策を検討すること。 

 

一、アルバイトを失った大学生を任期付職員として雇用すること。 

 

一、国が対象とする困窮大学生に、市独自の支援金として、５万円を給付するこ 

と。 

 

一、都の自粛協力店以外で、売上が減少している小売店を対象に、一定の要件の 

もと、市独自に２０万円を給付すること。 

 

一、飲食店が三密を避けるための対策にかかった費用を助成する制度を創設する 

こと。 

 

一、感染拡大が始まって以来、日夜献身的に現場で奮闘する市内在住・在勤の医 

療従事者の活動に報いるため、新たな給付金（クオカード支給も含む）を実 

施すること。また、介護従事者、保育士、学童保育従事者や、市民の生活を 

支えるごみ収集事業者などにも支援を行うこと。 

 

一、就学時前の子育て所帯（０歳から５歳まで）に一律３万円、非課税所帯には 

プラス２万円を加算し給付すること。 

 

一、今特に不安定な状態にある受験生（中３生、高３生）に対して、支援策を講 

じること。 

 

 

【医療対策】 

一、医療・介護従事者を応援する「（仮称）昭島市コロナ対策応援ファウンディン

グ事業」を早期に開設すること。 

 

 

【その他】 

一、特殊詐欺被害防止のための啓発チラシの全戸配布をすること。 

 

一、ホームページなどで情報を入手することができない情報弱者の方たちのため 

の支援策を導入すること。 

 

一、市内タクシー事業者と、宅配サービス等の環境が整っていない飲食店の橋渡 

しをし、市内デリバリーサービスを推進すること。その際、両者が気軽に相 

談し、実施できるよう工夫すること。 

 

以上 


